
 

 

企画競争に関する公告（№２） 

 

応募に関する条件の一部緩和について、次のとおりお知らせします。 

 

 

２．応募に関する条件等 

公募要領のとおり。（修正前） 

 

  公募要領のとおり。（７．（２）①②の要件を不問とし、一部緩和します。）（修正後） 

 

作新学院大学太陽光発電設備新設工事事業公募要領（抜粋） 

  ７．応募に関する条件等 

  （２）応募者の資格要件 

   応募者は、次の参加資格要件を満たすものとする。 

①国の競争参加資格（全省庁統一資格） ～（省略） 

 

②平成 27年度以降に、代表企業として ～（省略） 

 

 

以上 


